
第１１回 白井市行政経営有識者会議 会議録 

１ 開催日時 
２ 開催場所 
３ 出席者 
  （委員） 
  （事務局） 
 
４ 傍聴者 
５ 議題 
 

平成２８年１２月１３日（火）午後７時から午後９時まで 
白井市保健福祉センター３階 団体活動室 
 
伊藤会長、関谷副会長、関委員、沼尾委員、吉田委員 
行政経営改革課 笠井課長、高山主査、元田主査補 
 
１６名 
①白井市公共施設等総合管理計画について 
②行政経営指針の基本方針について 
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 皆さん、こんばんは。定刻の7 時を過ぎました。沼尾委員が、7 時13 分

過ぎに白井駅に着くということですが、5 人のうち4 人の委員が出席されて

いますので、始めさせていただきたいと思います。今回、第11 回目になり

ます。行政経営有識者会議を始めさせていただきたいと思います。 
 初めに、会長から一言ご挨拶をお願いします。 
 
 こんばんは。今日が11 回目ということで、残りが3 回ということになろ

うかと思います。 
 私はきょう3 泊4 日の出張のちょうど最後の帰りでして、昨日、熊本県の

益城町の役場にヒアリングで行ってきたのですが、行ってみて一番感じたの

は、特に役場があった場所は、一番被災が大きくて、建物が崩壊した状態の

ところがまだ多く残っていました。担当者の方と話をしていたときに、行政

がやる公助では限界があるということは、よく防災のタイミングでは言って

いるけれども、今回これほど感じたことはないとおっしゃっていたのです

ね。そもそも、対策本部をつくる役場自体が被災をしているので、その場の

担当者の判断で、指定避難所になっている保健福祉センターに対策本部を設

置して、仕切り1 枚で、左側に避難をしている住民、右側に対策本部という

ような状態になったということでした。ですので、もちろん備えをいかにし

ておくかということも大切ですけれども、実際起きたときに、どうやって柔

軟に対応できるか、そのときにはもう行政だけだと、もう全く無理だという

ことをあらかじめどうやって伝えられるかが大事だというお話が、とても印

象的でした。この間ずっとここで議論しているこの行政経営指針について

も、ある意味では、通ずるところがあるのかなと感じています。やはりここ

は、行政だけではなくて、市民みんなでどうやってまちづくりをするかとい

うことが、基本方針の中にも書かれていますので、そういうことが、表現で

きればなと思っています。今日もよろしくお願いします 
 
 ありがとうございます。 
 本日の議題は2 つあります。疑義の関係で、議題2 の白井市公共施設等総

合管理計画案を最初にして大体1 時間ぐらい予定しております。その後、議

題1 の行政経営指針について審議をお願いしたいと思います。それでは、会
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長よろしくお願いします。 
 
 今お話がありましたように、総合管理計画は、この後の内部の手続を考え

ると、できれば今日中に、この会議としてのまとめをしたいと思っています

ので、ここからスタートしていきたいと思います。 
 それでは、まずは事務局からご説明お願いいたします。 
 
 それでは私から、最初に、会長からお話がありました今後のスケジュール

ですけれども、行政経営有識者会議では、行政経営指針とそれから公共施設

等総合管理計画、この二つについて、調査審議をお願いしているところでし

て、お手元のスケジュール表の下段ですが、総合管理計画につきましては、

この後の手続としまして、パブリックコメントの実施を予定していまして、

それが2 月ぐらいに実施しないと、その後のスケジュールが厳しくなってい

きますので、できましたら、今日の会議で、計画については、おおむねの了

承をいただければと考えています。 
 それから、もう一つの行政経営指針。今日この計画の審議が終わった後に

お願いいたしますが、こちらについては、前回の宿題を踏まえまして、一部

修正をかけて、あらかじめ委員には、お送りしております。それから前回、

議論ができませんでした行政経営指針の基本方針3 についても、今日、ご審

議いただきたいと思っております。今日、議論が整わなければ、場合によっ

ては、1 月あるいは2 月に、基本方針に関する会議をもう一度開催させてい

ただきたいと考えています。スケジュールについては、以上になります。 
 
 追加なのですけれども、行政経営指針については、ある程度決まりました

ら、職員から意見を募集しようと思っております。それを踏まえて、最終的

に答申という形で提出をお願いしたいと思っています。 
 それと、3 月になりますが、3 月11 日にシンポジウムを予定しておりま

す。場所は中ホールです。時間は、午後4 時から午後6 時を予定していま

す。テーマは、行政経営指針に関してシンポジウムを開催したいと考えてお

ります。2 部構成になっておりまして、1 部では基調講演ということで、前

行政改革担当大臣の河野太郎氏に基調講演をお願いすることで、準備を進め

ております。その後、パネルディスカッションということで、ここに来てい

ます委員の皆さんと市長を含めてパネルディスカッションを進めていきたい

と考えております。以上です。 
 
 では、議題の順番をかえまして、総合管理計画についての資料を説明いた

します。申し訳ございませんが、座って説明させていただきます。 
 資料については、前回の会議での意見と主な修正内容というＡ4 サイズの

資料と、総合管理計画の素案を用意しています。 
 前々回の会議で、総合管理計画案の審議をいただいたところ、いくつかご

意見をいただいておりまして、それを庁内検討委員会で協議をいたしまし

て、この大きな三つの項目について、計画案を修正しています。 
 一つ目の修正ですが、計画書の2 ページをお開きください。こちらは、計

画の第1 章、公共施設等総合管理計画についてという項目ですが、会議の中
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で、この計画が、国からつくれと言われてつくるものではなくて、白井が独

自でつくるのだという気持ちが、前回の計画案では伝わってこないというご

指摘がありましたので、修正後の計画案の2 ページから3 ページにかけまし

て、修正をしています。白井市独自の公共施設の背景等を記載して、白井市

として重要な計画で、独自でつくるのだというところを表現した修正を加え

ています。これが1 点目。 
 それから、計画書の48 ページをご覧ください。公共施設等の将来更新費

用推計が載っていますが、こちらについては、前回の会議では、全ての公共

施設等の将来推計をお示ししましたが、上下水道部分は、本来独立採算が原

則で、公共施設等の全体の更新費用に加えてしまうということについて違和

感があるというご指摘がございました。よって、修正後の案では、公共施設

等全体の更新費用の推計と、それから上下水道の更新費用の推計を除いた推

計を二つ記載して、更新費用の推計をしています。同時に前回の計画の中で

は、この将来推計の費用については、50 年間という推計期間をみていまし

たけれども、そもそもこの総合管理計画の計画期間が、40 年間を想定して

おりますので、計画期間40 年間に合わせた形で、再度、更新費用の推計を

しています。結果とすると、上下水道を除いた更新費用は、40 年間で1,033
億円。年平均にしますと、26 億円の更新費用を推計しているところです。

これが2 点目。 
 それから、3 点目につきましては、56 ページをご覧ください。前回の会議

で、延床面積の縮減を目標とした場合、公共施設を廃止すればいいという単

純な議論になってしまう恐れがあるのではないかというご指摘がありまし

た。前回お示しした計画では、公共施設等の延床面積の8％の縮減を目標と

していました。この根拠については、白井市の人口が約8％減少するという

ことに伴って、その分減少分、延床面積を8％縮減するという計画をお示し

しました。こちらについては、更新費用の縮減を目標とした場合に、具体的

な削減数値を示すことができるので、目標が明確になるため、計画の数値目

標については、前回の面積縮減の目標をやめまして、更新費用の不足額520
億円の削減という目標に修正をしてございます。平成29 年度から68 年度

までの40 年間で、更新費用の不足額が520 億円、年平均にしますと、13 億

円を縮減するという目標になっています。算定の根拠については、下段にあ

るとおり、平均更新費用が26 億円を見込んでいますので、その計画期間が

40 年間。掛け算をしますと1,040 億円。この間、充当可能な財源の見込み

額、過去の更新費用の実績から、年間13 億円の事業費を見込んでいますの

で、その13 億円掛ける40 年間。つまり520 億円は財源可能な額として、

先ほどお示しした更新費用の1,040 億円から財源充当可能な520 億円を引い

た520 億円が、更新費用の不足額という算定をしています。 
 以上が前回の会議の中でご指摘いただきました点を修正したものでして、

あと、その他のご指摘につきましては、一部事務組合の公共施設について、

例えば白井が加入しています一部事務組合の印西地区環境整備事業組合の焼

却場、あるいは印西地区消防組合の消防施設などの公共施設については、本

計画案で更新費用の推計はしていません。理由は、市が現に保有している施

設ではないということで、この計画の対象としていませんが、将来、一部事

務組合への負担金として負担が発生する部分があるだろうというご指摘をい
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ただきましたので、こちらについては、その旨を41 ページの下段のところ

に、市が加入しております一部事務組合の印西地区環境整備事業組合、基本

的には、ごみ処理の施設になります。それから柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組

合、こちらは、し尿処理施設になります。それから一番下、印西地区消防組

合、こちらは、消防署になりますので、これらの施設について負担金が発生

する見込みがあるというところを記載しています。 
 それからもう1 点。類似団体の公共施設ごとの1 人当たり面積の記載をし

てはどうか。つまり評価をするに当たって、物差しとなるものがないのでは

ないかというご指摘がありました。これにつきましては、全体の公共施設の

平均1 人当たりの床面積を計画に示していますが、本市の1 人当たりの公共

施設の床面積は、千葉県内の平均とほぼ一緒で、類似団体と比較すると、面

積はむしろ少ない状況があります。ほかの市に比べ、施設面積が足りないと

いう安易なデータにもなりかねません。例えば、合併市などでは、施設面積

が大きい、合併により公共施設等が重複している傾向にありますので、そこ

と比較をしても、適正な物差しにならないということが想定されますので、

施設ごとの1 人当たりの床面積の記載は、この計画では見送ろうかというこ

とにしています。ちなみに計画でいきますと、20 ページ、21 ページに市民

1 人当たりの延床面積を参考に掲載しています。 
 以上が、前回の会議で提出された意見に対する修正と、その後の二つの項

目、一部事務組合、それから1 人当たり延床面積の市の対応について、説明

いたしました。 
 以上でございます。 
 
 ありがとうございます。まずは、この修正点のところについて、ご意見い

かがでしょうか。 
 
 それでは、1 番目につきましては、これはいいと思います。2 番目。上下

水道は本来、独立採算が原則なのでと書いてあるけれど、地方自治も本来、

独立採算が原則です。ここは、そのままにしてもいいと思います。これは、

私が言ったわけではないですよね。 
 
 違います。 
 
 独立採算ではなくて、本来どうあるべきかといったこと、誰が責任を持っ

ているのかというところを明らかにしていくことが大切です。白井市であれ

ば、市長がコントロールできる範囲で、更新費用などを考えていきましょう

というのが正しいと思います。2 番については、元に戻したほうがいいと思

います。これはひどい言い方だと思います。 
 床面積については、公共施設を廃止するという単純な議論というよりも、

あるべき数値は、どのくらいかというようなところでやっていけばいいの

で、これはこれでいいのではないかと思います。2 番目については、「違和

感がある」に違和感があります。ほかのところは後でいいでしょう。 
 
 そうですね。先に今のこの修正点についてだけ、ご意見を伺おうと思いま
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す。いかがでしょう。 
 関委員いかがですか。 
 
 56 ページで更新費用の不足額520 億円、年平均13 億円とあります。この

数値目標については、地方公営企業法が適用される上水道及び下水道を含ん

でいませんということなので、下水道事業特別会計と水道事業会計について

は、収支が合うという前提で、この数値目標をたてているようです。もっと

も、前段では、更新費用が毎年9 億円ぐらい上下水道の更新費用がかかって

くるという記載もあり、40 年間で356 億円かかってくる。上下水道の会計

については、問題ないという認識でよろしいのでしょうか。 
 
 前回の会議でご指摘があった部分については、この上下水道については、

基本的には、独立採算が原則なので、公共施設の更新費用に入れてしまうの

は問題ではないかということで、この部分を除いた面があります。この上下

水道会計が、今後、全く赤字を出さずに経営が成り立つかというのは、確約

はできませんが、現状では、赤字を出さないという推計をせざるを得ないと

考えております。 
 
 現状の下水道の会計を見ても、市債を発行して賄っているというような状

況ですよね。ですから、おそらく、吉田委員がおっしゃったように、一緒に

見たほうがわかりやすいのではないだろうかと思います。要するに、上下水

道会計も厳しいのではないかという認識の中で、上下水道の更新費用を示さ

ないで、目標が決められているというのはどうかなと感じました。 
 
 関谷委員いかがでしょう。 
 
 この点については、特にありません。 
 
 私から、今の二つ目のところについては、議事録をよく見返してなかった

のですが、沼尾委員が言っていた話は、一緒に比較をしてはいけないのでは

ないかと言っていた記憶があります。ちょうど沼尾委員がお見えになりまし

たが、上下水道の更新費用を別にすることと、なくすというのは少し違うか

なというのが、聞いていて感じたところです。 
 それと、参考で1 人当たりの延床面積というのが、21 ページに載ってい

ますが。おそらくこれは、もともとこのデータは各市がつくっているから、

このデータを使われていると思うのですが、目標数値が延床面積の縮減では

なくて、更新費用の縮減にかわっています。本来、平仄を合わせるのであれ

ば、現状の1 人当たりコストや、維持管理費というものが入ってくると、よ

り現状把握がしやすいと思いますが、それはないですかね。 
 
 今ここに出ているのが、千葉県内の全市のデータを集めたものなのです

が、コスト比較ができないかどうかということですね。 
 
 それが、有効かどうかは、また別の問題ではないでしょうか。 
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 白井の人口が8％減少していくだろうという状況で、単純に他市と比べる

というよりは、現在と、その後どうなっていたかと比べるほうが、むしろ重

要だろうと思います。他市と比べるというよりも、この計画は、単年度でや

っていくのではなくて、5 年、10 年、15 年というスパンでやることになる

であろうから、まず、今どうなのかというところを見せることから始めてい

ったほうが、今はわからないかもしれないけれども、その後の有効なデータ

になっていくだろうと思います。 
 
 この延床面積も、今の判断の一つの指標にはなるとは思います。 
 
 現在に比べて、よくなっているのかが重要であって、他市と比べて重要、

例えば鎌ヶ谷のほうがよかったら、引っ越そうとは言わないでしょう。それ

から、市としてできるのは、鎌ヶ谷をどうするというのではなくて、白井を

どうするかの問題なのだから。今日より明日をよくしましょうというように

するのであれば、今をきっちりと把握しておくことが重要です。 
 
 今の把握がまさに、この1 人当たりの延床面積や、1 人当たりの維持管理

コストということになると思うのですよね。 
 
 それと5 年ぐらいたってから、例えば市長がこれやりますよと言って、3
年たちましたというときと、今と3 年後、今と4 年後、今と5 年後を比べれ

ば、市長は、いい市長だとか悪い市長だとかわかるでしょう。市長だってい

い仕事しないと、次がないよというようにしなければ、いい仕事しないでし

ょう。 
 
 おそらく、お話ししていることがあまり違っていないのかなと思っている

のですが。目標数値を延床面積にするのではなくて、更新費用の金額にして

いるという理由は、延床面積だと、ある意味、そこで帳尻を合わせてしまい

かねないということがあって、前回の会議の中では、もともとこの総合管理

計画をつくる問題意識というのは、この後の更新費用が全額建て直し、全部

できるわけではないというところから来ている。だから更新費用を抑えるの

だということで考えると、1 人当たりの維持管理費、現状の維持管理コスト

がどのくらいなのかということが、あったほうがいいのかなと感じた。た

だ、その中での県内比較というのは、もともと今お話があったように、一つ

の参考でしかないということは前提の上で、おそらく把握はしていないだろ

うなと思いますが。 
 
 この延床面積の比較については、先ほどお話ししましたけれども、上位の

いくつかの市は合併をした市であり、公共施設が重複している状況がありま

すので、そういう状況の市と比較していいかどうかというのは、疑問は確か

にあります。コストの推計については、県下の市町村が今年度中に総合管理

計画をつくることになっていますので、総合管理計画ができれば、全市町村

のコストを集計して比較するということは、可能になるかと思います。ただ

し、更新費用の推計については、市町村ごとに更新推計の条件を立てていま
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して、その条件についてはおそらく考え方が違うところもあると思います。

 
 すみません。おそらく伊藤会長がおっしゃっていることは、20 ページと

同じように、白井市としての現状のコストを出したほうがいいというご意見

ですよね。40 年後にはどうなっているかということを見比べるための目標

のほうがわかりやすいのではないかということですよね。 
 
 その上で見てみると、建築系公共施設については、24 ページに金額が記

載されている。建築系公共施設が年間25 億3,000 万円ぐらいかかっている

という記載があって、ただ、土木系公共施設である道路、橋梁については、

27 ページ以降には出てないのですよ。本当はこれがあれば、今いくらかか

っていて、それを40 年後には目標数値に抑えたいのですというストーリー

ができ上がってくるのだろうなとは思うのですよね。 
 
 そこで、ちょうどお話があったところで、建設系と土木系というお話をさ

れましたよね。そうなってくると、更新という言葉の意味は、建て替え更新

が前提になっていると思うのです。それに対して、土木系、例えば道路、下

水道管、上水道管というのは、更新というよりも、計画的にリプレースして

いくことによって、現状の能力を発揮することができるので、ここは、書い

ていないというよりも、しっかりと分けて書いたほうがいいだろうと思いま

す。 
 それからもう一つは、更新といったときに、果たして何年で更新するのか

ということですよね。建物は50 年と書いてあるけれども、50 年たったらも

う1 回つくり直すというやわなつくり方をしていたのか、そうではないのか

というのも確認していかなければならないと思うのです。そうすると、50
年たちましたといって更新をしていくことが、本当にいいのかどうか。机の

上だけではなくて、行ってみて評価してみるということが、おそらく、市の

場合だったら、道路課の方にしろ、公共施設をつくる課の方はよくご存じだ

ろうから、そのあたりのところを聞いた上で、ここは、きっちり書いていっ

たほうがいいと思うのです。 
 やわい建物なのか、そうではないのか。それから、上下水道、つまり、管

渠の場合については、計画的な取りかえをしているのかどうか。あるいは、

そういうのをしていくことによって、本来しなければいけないものなのか、

しなくてもいいものなのかというのも決まってくる。橋梁については、そん

なに条件の悪い橋梁というのはないと思うのだけれども。そういった棚卸は

しているのだろうかというところです。 
 
 今の話も、50 年なのかどうかというのは、きっと白井市の中で前提条件

を置かれていると思うのですよね。40 年間で更新費用を1,033 億円と書い

ているのだから、建物であれば50 年で更新したと仮定したときに、これだ

けかかるというような仮定を置かれているのですよね。 
 
 そうだと思います。 
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 更新費用については、耐用年数を経過した段階で更新する。その2 分の1
を経過した段階で大規模改修をするという条件で推計をしています。 
 
 48 ページに、更新費用推計は当然建築物だけではなくて、道路、橋梁も

入っているということは、これは少なくとも仮定状況を見て金額を出してい

るわけですから。となれば、では今、いくらかかっているのかというのは、

本来、出せてあたり前だと思うのですよね。 
 沼尾委員、今、公共施設等総合管理計画の議論で、この主な修正内容が三

つ入っていたかと思います。一つ目は、趣旨のところなので、特段、今のと

ころ意見としては出ていません。今、議論したのは、三つ目のところの目標

数値の設定を前回からの考えから変えてきていますので、それに合わせて、

現状のとり方も加えたほうがいいなという感じで、私の意見として申し上げ

たところです。沼尾委員のご意見から提案されているのが、二つ目になるの

ですが、前回の沼尾委員のご意見の中で、独立採算、特別会計をつくってい

る上下水道は、別立てにしたほうがいいのではないかというご意見の中で、

現在は、上下水道の更新費用が抜かれた数字になっています。 
 
 なるほど。 
 
 ほかの委員のご意見の中で、独立採算といっても、かかるコスト、実際に

上下水道は、現在も独立採算になっているわけではないという現状も含めて

考えると、上下水道の更新費用が抜けてしまっているので、そこを戻したほ

うがいいのではないかというご意見がありました。 
 
 要するに、上下水道の更新費用を除いたものと除いていないものとが両方

記載されているということですよね。 
 
 そうです。 
 
 では、上下水道の場合は、基本的にはこの間申したとおり、独立採算が原

則なので、将来の維持更新部分についても、料金徴収の形で事前にとって、

基金などに積んでおくというのが原則ですよね。だから、それがどれくらい

積まれているか積まれていないかというところが、かかわってくると思いま

す。なので、白井市が、特別会計への基準外繰り出しも含めて、一般財源と

ごちゃごちゃにするのかしないのかという判断の問題だと思います。だから

両方の数字を記載しておくということには、とても意味があることではない

かと思いますし、逆にこの上下水道の部分については、例えば、将来の更新

を見据えた形での料金体系になっているのか、それに足りていないとすれ

ば、そこの部分は、料金だけでは賄えない事情があるので、追加的に一般財

源から繰り入れるという説明をするという意味でも、切り分けて両方の数字

を把握しておくということは、とても大事なことのような気がします。それ

はしないほうがいいというご意見ですか。 
 
 そうですね。全体のご意見の中でいくと、47 ページだけでいいのではな
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いかというご意見だったと思います。 
 
 47 ページは、47 ページであっていいと思うのですけれども。 
 逆にいうと、上下水道の分だけ載せていただくということがいいのでしょ

うか。でも総費用として、一般財源で手当てしなければいけないという話

と、公営企業の会計で手当てしなければいけないものというのは、つくりと

して違うので、それを全部、どんぶり勘定でこれだけ足りませんというふう

にしてしまっていいのかということです。それでは、逆にどうなのだろうと

思います。 
 
 私もどちらかというと、沼尾委員と同じ考え方だったので、上下水道の更

新費用を抜いて、その企業会計分もちゃんと考えられるようにしておこうと

いうことが、沼尾委員がおっしゃったことだったかと思うのですが。 
 
 そのとおりです。両方の情報をちゃんと記載しておくということが大切か

なと思います。どうしたらいいのでしょうかね。どうするのがいいのかな。

 
 そういう意味では、上下水道の更新費用を抜くというよりも、それぞれに

書いていることが重要であって、上下水道だからといって別に書くよりは、

その中で一緒に書いておけばいいのではないかと思うのです。47 ページの

書き方ではだめなのですか。 
 最初に、沼尾委員がおっしゃっているところで、そこは現実にうまくいっ

ていないのではないかというのは、独立採算制のところですね。独立採算制

でやっているかといったら、やっていないでしょう。だから、それは必ず市

とのかかわりで、一般会計からの繰り出しがあったりしているわけです。企

業会計でやっているという中のメリットというのは、そういう意味では、複

式簿記でやっているというぐらいの話で、それがどんなふうに動いているか

が見えるというようなことでは、一般会計もそうなっていなければいいなと

思いますよ。上下水道会計というのは、セグメント別、ここについてはこう

なっていますというふうな意味合いにおいては重要だけれども、市民の皆さ

んに理解していただくためには、上下水道と企業会計で別なのですよという

ふうな言い方をしてしまうと、その時点で見てもらえなくなると思います。

いくら必要なのですというのを伝えることと、それからもう一つは、会計報

告というものは、市長が持っている責任、市長の影響力が及ぶ範囲におい

て、報告しなければいけないという意味では、上下水道はその内訳とはな

る、除いていいものにはならないという程度の話をしていたところです。だ

から、除く、除かないではなくて、一つの内訳として書いておけばいいので

はないですかというのが、私の意見です。 
 
 全体像が見えるほうがいいということですね。 
 
 全体像は見えていいのですけれども。ただ、公営企業の管理者は市長では

ないですよね。 
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 公営企業の管理者は、誰なの。 
 
 管理者は置いていません。 
 
 市長が兼ねているのですか。 
 
 白井市は、条例で管理者を置いていませんが、管理者の権限は、市長が行

っています。 
 
 そうなのですか。では、白井市の場合は、そこは一体的にやっていくとい

うことですね。 
 
 いいですよ。いろんな意見や助言を聞いて、また相談をさせてもらって、

判断をさせてもらいますので。 
 
 全くこだわるものではないので。規模が小さくなってしまって、市民の方

たちに、この金額でいいのだというふうに思われてしまうと、それは困るよ

なということであれば、全くこだわりませんので、外していただいても構い

ません。ただ、公費を投入する部分と料金で対応する部分ということを、切

り分けて把握するという意味では、両方あっていいのかなというぐらいの感

じです。 
 
 ご趣旨は私も同じ思いがあります。全体を通して総合管理計画について、

ご意見がある方いらっしゃいますでしょうか。 
 
 沼尾委員が今おっしゃったことの確認ですけれども、もし公営企業の管理

者を置いているとしたら、管理者は市長が任命するのですね。 
 
 そうです。置いている地方公共団体もあります。 
 
 市長が任命するのであれば、管理者の責任というのは、もしその人が不適

切な仕事をしているのであれば、市長に対して不適切だという話をしなけれ

ばいけないのですよね。であれば、管理者を置いてあったにしろ、置いてい

なかったにしろ、それは、市長の守備範囲として、本来であれば報告しなけ

ればいけないと私は思いますのでつけ加えておきます。 
 
 関委員いかがでしょうか。 
 
 あと、今のところで、42 ページに水道事業会計、下水道事業特別会計が

載っていまして、収支だけが載っています。企業会計でいうと、ＰＬ（損益

計算書）だけしか載っていなくて、ＢＳ（貸借対照表）でどれほど資産、い

わゆる剰余金が貯まっていて、それを更新に当てていけるのか。将来どの程

度その更新費用が発生していくのか。そこのところを見ないと、評価できな

いということですよね。これを特別会計でやっているのであれば、そこを明
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示していただかないと、将来にわたっては安全とはいえない。 
 
 水道事業会計は、ＢＳ（貸借対照表）を作っているのでしょう。 
 
 企業会計ですか。 
 
 企業会計です。下水道はないですか。 
 
 下水道会計は、今地方公営企業法の法適化の準備中なのでありません。水

道会計は出ますけれども、下水道はまだ出ません。 
 
 水道事業は、みなし償却とかいうのをやめるようになったのでしょうか。

関委員、あれもＢＳだからといって、安心して見てはいけないところがある

のです。すみません。伊藤会長、先ほど申し上げたところをもう1 回お話し

させてください。 
 
 どうぞ。 
 
 総合管理計画素案という形で出てきているのですけれども、もう1 回、棚

卸ししておいたほうがいいと思います。どんな施設がありますかと、施設を

見るのと、それから耐用年数というのを、ここではせっかくつくるのだか

ら、本当のところどのくらい使えるものなのだろうというのも見ておいたほ

うがいいと思います。例えば、車を買うとします。車の耐用年数は5 年とい

うことになっているけれども、5 年以上乗っている車もたくさんありますよ

ね。あるいは、すごく気に入っているのであれば、一生乗る車もあるでしょ

う。そういうようなものが白井にあるのかどうかというのも確認していった

ほうがいいです。建物をつくりました。ずっと残しましょうという気持ちに

なるような建物があれば、今度は、もう少し別の対応をしなければいけない

ものです。例えば、名古屋の市庁舎や、大阪の市庁舎などは、歴史的な建造

物になりつつあるではないですか。京都もそうかな。そういったものが白井

にあるのかどうかそういう見方をしていくことも重要だろう。それから橋梁

については、一つ一つどの程度重要性があるのかというのと、長寿命化とい

うのが、何年長寿命化できるのかというようなところについての見直しは、

どれくらいしているのでしょう。橋は、長寿命化計画はあるのですか。 
 
 橋りょうの長寿命化計画はあります。 
 
 あとは、管渠の布設替えも、計画的にやっているのであれば、更新費用を

みる必要はないだろうと思います。それはどうなのでしょう。 
 
 私の認識では、今みたいな施設も50 年ではなくて、もっともっと使える

ものもあるということの方針は、57 ページ、58 ページにある実施方針で長

寿命化をしていくと記載しています。単純計算で一定の前提条件で考える

と、この後、1 千500 億円かかります。それを建て替えないということだけ

- 11 -



 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊藤会長 
 
沼尾委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊藤会長 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
伊藤会長 
 
 

ではなくて、長く使うことも含めて520 億の不足額は何とかして、今ぐらい

に抑えるのですよという考え方ですね。 
 
 そうですね。更新費用は一定の算定条件の下で機械的に算定しています。

耐用年数が来たら建て替え、その後耐用年数の半分で大規模改修という条件

で算定していますので、それによって、例えば伊藤会長からお話のあった

56 ページに、数値目標に対する取り組みというのがありまして、そこで取

り組みを掲げています。 
 それは、長寿命化を図ることです。コスト削減、更新費用の削減につなが

ります。耐用年数で建て替えという条件で更新費用を算定していますが、施

設を大切に賢く使うということをまず考えて、トータルコストを削減しよう

というのを最初の取り組みとして掲げていますので、そこは実際の運用の中

では、第一条件として取り組もうと考えています。 
 
 ほかの方、ほかのことでご意見ある方いらっしゃいますか。 
 
 1 点だけよろしいですか。総合管理計画なので、どこまで書くかという問

題はあるのですけれども、最近の例を挙げると、長寿命化とか、老朽化した

ものを見ながら、新設時に将来の維持管理費用をかけないような設計をする

とか、修繕ができるだけ少ない形の構造にするとか、そういうことを配慮し

ながら新規の建物をつくるということに取り組む自治体の先進事例が出始め

ているので、どこかに書いておいてもいいのかなと思います。意外とつくる

ときは財源がつくと、起債もできるので、予算の枠でつくってしまうのです

けれども、後々、維持管理コストはどういうふうにつくるかによって全く変

わってくるので、そこに配慮した新設だとか更新というのを考えていくとい

う視点も大切だと思います。先ほど吉田委員が、棚卸とおっしゃいましたけ

れども、一つ一つの施設がどうなっているのかということをもう少し丹念に

見ていくことで、実績のほうから、次の設備をどうするかということが見え

てくると思うので、そこのノウハウを蓄積していくということも大事かなと

いうのは気になりました。 
 
 総合管理計画ができた後に、当然、この何十ページもある計画書を市民に

全部読んでくれというのは不可能なので、多くの自治体では、概要版をつく

ったり、アニメ版をつくったりとか、いろんな工夫をされていると思います

が、数字が結構たくさん出ていてわかりにくい。私も今、一生懸命にどうや

って計算が合うのかを考えているのですけれども。まだわからないところが

あって。というのも、この後の40 年間、1 年間平均26 億円。これはあくま

でも更新だけの費用ですよね。 
 
 そうです。更新費用だけです。 
 
 維持管理費は含まれていないですよね。なので、現状を見ると、先ほどの

24 ページを見ると、ここには維持管理全体の費用になっているから、25 億

円という数字が出てきて、比較が一致できているわけではないですよね。こ
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の後、26 億円がかかるけれども、同じ条件で25 億円がかかっているわけで

はないですよね。ここはあくまでも修繕費、維持管理費、賃貸なども全部含

んだものが25 億円になるということですよね。どこかで比較対象を合わせ

ないと、この後、何がいくらになるのか、今がいくらで、40 年後にこのま

まだったらこうなってしまうから、ここを抑えるのですという単純化が必要

かなと思います。それを今何とかできないかなと思って、ここにある数字で

計算しようと思ってやってみたいのですけれども、うまくできないなと思っ

ています。要するに、今思っている認識で、もし何か違うところや、何かこ

ういうふうにしたら、既にここに書いてある数字でつくれるというのがあっ

たら、教えていただきたいのですけれども。 
 
 この前メールでいただいた施設カルテがありましたよね。それを提供して

おけばいいのではないですか。施設カルテが並列的に並んでいってトータル

という形で出していく、それから目的別に書いてあったものが出てくるよう

な形になれば、だいたい伊藤会長がおっしゃっているようなものが出てくる

のではないですかね。 
 
 条件を一致させるということを少し考えていただければなと思います。ほ

かよろしいでしょうか。先ほど申し上げたように、ここの部分は細かい話に

なっていますので、おおむね了承させていただいて、最後、今の数字のとこ

ろなどは修正をして、できれば会議というよりは、メールで最後のやりとり

をして総合管理計画自体は取りまとめとさせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 
 議題の一つ目の総合管理計画素案についての議論は、ここで一旦終わりに

したいと思います。 
 次に、行政経営指針の基本方針に行きたいと思います。できれば今の総合

管理計画の話が、そのまま基本方針3 につながってくるので、3 から先に議

論していきたいとは思うのですが、まずは事務局から、前回からの修正箇所

についてご説明いただければと思います。 
 
 それでは、カラーのＡ4 版の行政経営指針基本方針1、こちらに沿って説

明します。前回会議の中でお示しした基本方針について、いくつか委員から

ご意見をいただきました。ご意見に基づき、いくつか修正していますので、

説明します。 
 最初の総則部分ですけれども、こちらについては、用語の整理をしており

ます。市民、市民活動団体、民間事業者をこれ以降全て、市民等という定義

をおいて統一しています。 
 それから、その下の赤枠内の補完性原理の考え方については、前回までの

方針には、基本方針2 の部分に記載をしていましたが、据わりの関係で基本

方針1 の市民自治のまちづくりの項目に書くべきではないかということで、

移動をしています。 
 それから、1 番の市民参加の充実。この項目の中では、市民参加の考え方

を「直接参加」、「間接参加」、「協働」の3 点に整理をしています。それか

ら、その下の青枠のボックスの中ですけれども、②のところ。公益的な市民
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活動を持続する上での積極的な支援という表現を使っていましたが、積極的

な支援というよりも、少しハードルを下げて、問題を取り除く支援を行う程

度の表現のほうがいいのではないかというご指摘がございましたので、表現

を修正しています。それから一番下。前回はありませんでしたが、補完性原

理の考え方については、いろいろ定義があり、一般的に市民の方あるいは職

員が読んだときにわからないところがありますので、注釈ということで定義

付けをしました。これについては、ご意見があるかと思いますので、ご意見

を伺いたいと思います。 
 2 ページ目に移りまして、2 番の地域コミュニティづくりの推進。この大

枠の中ですけれども、大きいほうの赤枠の中では、災害についての教訓の話

がありましたが、そこが曖昧だという意見がありましたので、そこをもう少

し細かく、具体的な話を入れて記載したところと、それから、まちづくり協

議会の説明について、細かく修正をしています。それから、中の小さいボッ

クスですけれども、こちらについては、前回の案では、下の青いボックス内

にこの表現がありましたが、このコミュニティの地域資源を多様な主体が分

野横断的に取り組むということは、むしろ全面に押し出して取り組むべきだ

ということのご指摘がありましたので、総則に移動をしています。それか

ら、その下3 番の情報共有の徹底と可視化。こちらについては、情報共有を

三つに整理しました。一つが市民と行政の情報共有、それから市民相互の情

報共有、それから職員相互の情報共有という三つの区分けをしました。それ

から、その下の枠の中ですが、こちらについては、会計情報を具体的に書い

たほうがいいのではないかというご指摘ですが、こちらについては、市民が

わかるように市民にとってのコストと成果を明らかにすることが必要という

ことで、会計情報ということをわかりやすいように記載をして、修正をして

います。 
 それから、その下の④番の枠内ですけれども、こちらについては、職員相

互の情報共有の方法については、基本方針2 に一部記載がありましたが、こ

ちら基本方針1 に職員の部局横断的な話し合いの場づくりということで、集

約をしています。 
 3 ページに移りまして、基本方針2 の総則部分に赤枠がありますが、これ

を加えた理由というのは、その下、1 番の効率的な組織の構築というタイト

ルなのですが、前回までの案には、この表題に政策財務を含めた効率的な組

織の構築という表現になっていましたが、この部分を削除しまして、その考

え方、政策財務と政策法務の重要性について、上の総則の部分、赤枠の部分

に定義を加えています。この定義についてもいろいろご意見があるかと思い

ますので、後ほど、議論をいただきたいと思います。 
 4 ページに移りまして、青いボックス内の④番。こちらについては、前回

この部分はありませんでしたが、いろいろこの会議の中でお話を聞いていく

上で、職員の現場主義の徹底という話がありました。それについては、職員

が地域と市民に貢献するということの重要性を表現して、4 番目として追加

をしています。それからその下、3 番の財源の確保の青いボックス内です

が、こちらについても、地方債残高についての一定の方針を示して削減しま

すという記載になっていましたが、将来負担、ツケを残さないという考えに

は、地方債残高だけではなくて、将来負担全てを取り入れた対象とすべきで
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はないかというご指摘がありましたので、将来負担についてということで、

対象を拡充しています。 
 5 ページに移りまして、4 番の歳出の抑制。こちらの青枠内の①番です

が、こちらも前回の会議では、人件費、コスト削減の意味合いで書いてはい

ましたけれども、安易な人件費の抑制ではなくて、事務の見直しや民間委

託、臨時職員の雇用などによって平準化を図るということで、人件費を抑制

しようというところで修正を加えています。 
 一番下の6 番の評価に基づく行政サービスの質の向上と精査。こちらにつ

きましては、前回の会議の案では、5 番目に行政サービスの質の向上と精査

という項目、それから、7 番目に評価システムの効果的な活用という二つの

項目に分けていましたが、この二つについては、通常は評価をしっかりした

上で、その評価に基づいて、質の向上あるいは行政サービスの精査をするも

のではないかというご指摘がありましたので、統一してはどうかということ

で、6 番目に、評価に基づく行政サービスの質の向上と精査にまとめていま

す。前回の意見を踏まえた修正は、以上になっております。 
 
 ありがとうございます。 
 やはりこちらから先に行きたいと思います。今、ご説明いただいたので、

この基本方針1 番と2 番について最初に議論した後に、3 番に行きたいと思

います。今、ご説明いただいた、最後全体をやっていきますが、修正されて

いるところについていかがでしょうか。 
 
 補完性原理のところは、ここであまり定義の問題を取り上げてもしょうが

ないのですけれども、基本的にもう少し丁寧に書いたほうかいいかなと思っ

ています。要するに、より小さな単位でできることは、その自主性を尊重し

ていく。あるいは、そこにおける自助というものを尊重していく。そこで、

その単位でできないことをより大きな単位が、その小さな単位の同意に基づ

いて補完していくというのが、正確な定義付けです。同意がないと、結局は

この補完性原理というのは、常に転倒する可能性があるのですよね。つまり

上からむやみに介入するというふうな、あるいは上が勝手に決めてできない

ことを、ではあとは下でやってくれというふうに、すぐ転用をされてしまう

ところがあるので、その点を明確に押さえた上での定義付けが必要かなとは

思います。だからここは、少し言葉の問題でもありますけれども、そのポイ

ントは改めて押さえておいていただきたい。 
 
 同意という部分ですよね。 
 
 そうですね。より小さな単位の同意に基づいて、より大きな単位が補完を

していくという意味合いです。その単位の中身はここにも書いてありますけ

れども、個人とか家族でできることはそこでやる。それでできないことは近

隣コミュニティがやる。それでもできないことは、市民活動団体とか民間企

業がやる。それでもできないことは行政、基礎自治体がやる。それでもでき

ないことを広域自治体が、さらには国家がというふうに、積み上げ式で捉え

ていくというのが基本的なポイントです。だから「自助・共助・公助を実践
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し」というと、少しぼやけてしまうので、今申し上げたような意味で、しっ

かり定義付けをしておくということが必要かと思います。 
 あと、よく補完性というと、下からとだけ捉えられがちなところもありま

すけれども、今言った同意という部分をしっかり押さえておけば、下から上

へと、上から下へと、それはもちろん双方向的に捉えられる部分がありま

す。ただそれは、より小さな単位から捉えて初めてオーソライズされていく

というふうなことですから、その部分をしっかり押さえた上での話というこ

とに最終的にはしていただければと思います。 
 
 今の部分で、ご意見のある方いらっしゃいますか。 
 関委員、いかがでしょうか。 
 
 事前に送っていただきまして、事前に拝見してみてスッと読めないところ

とか、語句が不鮮明なところで、ちょっと気になるところがありましたの

で、細かいところですが何点か申し上げたいと思います。いろんな主体の方

がお読みになるので、わかりやすい文章のほうがいいかなという趣旨です。

 1 ページ目の二つ目の補完性原理の考え方に基づいてのところで、これは

主語がちょっとはっきりしないのと、決めることができないものというのが

抽象的です。役割分担という言葉が二つ出てきて、ほぼ同義で使われている

ので、例えば、「市民等と行政は補完性原理の考え方に基づいて、自助・共

助・公助を実践するとともに、適切な役割分担を行い、協働を進めます」ぐ

らいで必要十分かなという感じがします。 
 それとその下の、豊かになるためのという前回の議論がありまして、将来

にわたってと、これをつけ加えていただいたのですが、やはり豊かという定

義が人それぞれでわかりづらいかなと思いました。今回、第1 回目の会議か

ら地域の持続可能性が問われているというところがあるので、例えば、将来

にわたって持続可能なまちづくりに向けて行政経営改革に取り組みますとし

たほうが、意味がわかりやすいかなと思います。要は企業経営でいえばゴー

イングコンサーン、持続可能性。これが問われているというところを、最初

に打ち出したほうがいいかなという感じがします。 
 それと二つ目のところで、2 ページ目のところで、2 ポツ、地域コミュニ

ティづくりの推進。地域コミュニティが崩壊した地域と比べとあるのですけ

れども、これは多分、物理的に崩壊してしまって、要は引っ越しとか仮設住

宅に移らなければいけないところと比べれば、当然、病気の発生率とか復

興、復旧も違ってくるという意味にとれてしまします。ですから、それだと

当たり前かなと思います。例えば、阪神淡路大震災の場合、救助された方の

約8 割が自助。家族やその他民間による共助が約2 割弱、16.5％。消防、警

察、自衛隊に助けられた方は、わずか4.8％ということで、有事のときに

は、インフラなどが壊れているので、消防とか警察が役に立たないというこ

とです。ですから共助が、地域コミュニティが大切なのです。そういうほう

が、わかりやすいかなという感じがします。 
 それと、この中の四角の囲みですけれども、地域コミュニティは取り組む

ことを求められていますということが、何かつながらない気がして、これか

らの地域コミュニティの構築が、地域コミュニティを地域資源と捉え、多様
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な主体が分野横断的に取り組むことが求められていますということかなと思

います。 
 それと3 ポツのところで、二つ目の四角ですけれども、コストと成果を明

らかにすると書いてあって、コストというと費用ですね。成果というと、辞

書を引くと成し遂げた結果。費用と成し遂げた結果という言葉は、少し違和

感がありまして、市民にとってのコストは納税だけではなくて、例えばいろ

んな活動に参加することとか、そういうことも含めてのことかなということ

からすると、この二つは少し難しいのですけれども、例えば負担と受益と

か、何が入るかというのは他の委員のほうが詳しいと思いますけれども、コ

ストと成果でいいのかなと思いました。 
 
 そこは、コストと成果でいいと思います。 
 
 それと、基本方針2 のところで、この赤い四角のところですけれども、こ

こも政策実現という言葉が二つ出てきているのと、財務という言葉が財務の

観点、財務管理の手法、政策財務の考え方と、それぞれ指している財務が何

なのかというのがわかりづらいので、少し言葉の整理をされたほうがいいか

なという感じがしました。 
 その下の1 ポツで効率的な組織の構築。結構、最初のほうで市民自治を掲

げているので、組織といっても、いろんな組織がこの基本方針の中では掲げ

られているので、ここでいうのは行政組織の話なので、効率的な行政組織の

構築としたほうがいいかなと思います。 
 最後ですけれども、4 ポツの歳出の抑制のところで、この赤い囲みのとこ

ろで、非常勤職員や臨時職員の雇用や再任用職員などの任用による職員採用

の平準化とありまして、この非常勤職員を採用すること、任用することと、

職員採用の平準化というのが、何かイコールではないような気がして、要は

職員採用の平準化というと、毎年毎年決まった人を雇用して、行政サービス

が一定のものが提供できるという体制をつくり上げるというのが平準化かな

と思います。むしろ非常勤職員や臨時職員の雇用や再任用職員などを活用し

人件費を抑制しますと書いたほうがわかりやすい。要は職員の中身を見直す

ことによって、一定の行政サービスを維持しますということかなと思いま

す。平準化というのが何かスッと入ってこない言葉かなと思いました。いろ

いろ申し上げましたけれども、議事録をとっていただいて、採用できるとこ

ろがあれば採用いただければと思います。 
 
 ありがとうございます。 
 
 今、関委員がおっしゃった平準化のところは、私もそんな感じがします。

とは言いながら、先ほど割り込んで申し訳なかったのですけれども、コスト

と成果というところは、これでいいのかなと思います。一つは、負担と受益

のほうがいいかというようなお話をされていたのですが、負担というのはコ

ストですよ。それから受益というのは、受益者とその負担をしている人が同

じ場合ということになるわけです。ところが、行政がやっている多くのサー

ビスは、受益者と、それからその負担というのが、民間と違って受益者が負
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担しているわけではないのです。市民が負担している部分と、受益者が負担

している部分というのは、別々に表したほうがいいのです。そういう意味で

は、コストとそれから成果というのは、市民が1 回も使ったことがないとい

う施設があったりするときに、そのコストを私が負担することに対して、承

諾を与えられるかどうかということを明らかにしてくれということです。コ

ストと受益、受益者ではない人が負担しているもの、それを明らかにしなけ

ればいけない。市民がそれに対して、承諾を与えることができないでしょう

という程度の意味ですね。 
 それから1 ページ、関委員がおっしゃったところの持続可能性がいいので

はないかというところについては、私は、「豊かな」というところをそのま

ま残すべきだと思います。理由は、豊かなというのは、人それぞれで違いま

すよねというのはそのとおりですよね。ところが、その人それぞれで違うと

いうことが、実は多様性を認める市の方針といいますか、さまざまな人が、

さまざまな豊かさを選択することができるという意味で、持続可能というよ

りも、よりポジティブな意味を持つであろうということです。適正な言葉と

しては、「豊かさ」というのは残してもらいたいと思います。 
 それから5 ページ目、適材適所による事業主体の見直し、それから評価に

基づく行政サービスの質の向上と精査というところ。最終的には、市長を選

んでよかったねということが重要になってくるわけです。適材適所による事

業主体の見直し、市に任せてよかったね、あるいは市に任せないほうが本当

はよかったねと、そういう判断を市長がされたときに、それがいい判断だっ

たということがわかるようにならなければ、ここはあまりいい仕事をしたこ

とにならないです。何でもかんでも市が受けますという形のことをいつまで

も続けていると、いくらお金があっても足りない。そして市民の負担という

ところで、これでよかったかなというところがわからずじまいになってしま

う。このあたりはきちんとやっておいたほうがいいでしょう。 
 それから、評価に基づく行政サービスの質の向上と精査というようなとこ

ろは、受益者ではない市民の人たちが納得できるかどうか、承諾できるかど

うかというようなところを明らかにしていくことによって、市の中でこの仕

事は続けましょう、補完原理というものはあったにしても、市では補完でき

ないなということが明らかになるような形の報告形態が必要になってくるだ

ろうと私は思います。以上です。 
 
 ありがとうございます。 
 先に今、関委員からお話があった部分の中で、このコストと成果のところ

だけ先にご議論いただこうと思いますが、いかがですか。これは、もともと

吉田委員がおっしゃっていた受益者と市民という捉え方の違いですよね。受

益者がイコール市民ではないという。 
 それと豊かのところ。これは前回もこの話は議論して、結論は出なかった

のですけれども。持続可能なまちづくりということと豊かということは、目

指すところが少し違ってくるのかなとは思っているのですね。私も言葉があ

まりうまくないのですけれども、本当は豊かになる、豊かに感じられる、将

来にわたって豊かに感じられるための行政経営改革というふうになって、で

はそれを、指標をどう捉えるかというと、それは市民の意識調査や満足度、
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納得度の調査ということになるのかなというふうに私は感じていたのですけ

れども、この文でいかがですか。今の大きく二つですけれども。コストと成

果というところと豊か。沼尾委員いかがですか。 
 
 私はどちらかというと、関委員の持続可能なという考えに賛同します。そ

の後が行政経営改革の話なので、要するにまちをどうするかということでは

なくて、それも含めて市民と一緒に考えて、みんなが豊かになろうというの

は、それはそれでいいし、それはみんなで考えればいいことですけれども、

そのためには行政自らが持続可能な形で地域を維持しつつ、ベーシックニー

ズをどう満たして、豊かになるための環境を整えるかという観点が大事だと

思います。むしろ持続可能なというほうが、すごくしっくりくるなという印

象を持ちました。 
 
 ここはもう、最後は事務局と相談して決めたいと思います。 
 
 こだわらないで、意見だけ申しましたけれども、どうされるかは、判断し

ていただければと思います。 
 
 関谷委員いかがですか。 
 
 豊かということに、もしこだわるのであれば、一人一人が自分なりの豊か

さを追求できるようにするという行政や社会というのは、まさにそれを可能

にする環境という言葉なわけですから、究極的には一人一人が自分なりの幸

せを求めて生活していけるということが究極的な目的で、そのためには、行

政にせよ地域社会にせよ、持続可能なものでなければ、それが叶わないわけ

だから、そういった目的に向けて持続可能な行政運営というものをしてい

く、あるいは市民の自助力というものを図っていくという、そういうものを

ベースにして結びつけて考えることはあり得るかなとは思いますね。つま

り、誰が何のために何をするのかということの捉え直しという話をずっとし

ているわけだから、そういう意味では、例えば行政が一律的に何かをすると

いうことでは、一人一人の豊かさを図る、一人一人が自分なりのものを考え

ていくことに必ずしもつながらないという部分もある。だからそこは、両方

盛り込んでおいていいかなと思いますね。 
 
 おそらく目指すところは、ここの中ではあまり変わっていないと思うので

すね。先ほどの多様性というお話の中で、一人一人が豊かに感じられるとい

う意味での表現ということもあるし、持続可能ということも、結果的に持続

不可能になってしまったら豊かにならないということになると思うので、最

後は表現振りだなとは思います。どうしても持続可能性というのは、最近使

われる言葉、財政健全化の文脈の中で使われることが多いので、私は個人的

には、少し情緒的な表現のほうがまだいいのかなとは思います。ここについ

ては、最後は投げっ放しにしておきたいと思います。 
 2 番ですが、関委員が先ほどおっしゃっていた、この地域コミュニティの

部分の表現を、前回の話の中でも、人命救助につながったのは、共助や自助
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だよねという話だったと思うのですけれども、少しここの表現は違うことに

なってしまっているなと思うので、私はこれを変えたほうがいいなと思いま

す。冒頭申し上げたように、益城町で話を聞いてきた中でも、明らかにそこ

の表現、先ほど関委員がおっしゃった表現が、まさにそうだというとこだっ

たと思うので、変えたほうがいいなと感じました。 
 沼尾委員、ほかの部分を含めていかがでしょうか。 
 
 1 ページ目でいうと、青で囲ってあるところですが、この②で問題を取り

除く支援というのが、何を取り除くのか。つまりこの問題というのが何なの

かが、少しわかりづらかったなという印象があって、市民活動を持続する上

での問題を取り除く支援なのか、何かよくわかりづらかったので、何か表現

を考え、積極的な支援というよりかは、市民活動を持続するために必要な支

援というようなことなのだと思うのですけれども。問題を取り除くという表

現は少しわかりづらかったですね。 
 それから、その次の③番で、市民等に委ねたほうが望ましい事業について

は、積極的に見直しを進めますと書いてあるのですけれども、ここは市民参

加の充実のところで、見直しを進めますというのは、何か市民参加をしやす

いように見直しをするということなのか。少しその見直しということの意味

が、わかりづらかったです。 
 それから次、2 ページ目に、やはりこの青いところの上の四角囲みの③で

すけれども、それぞれの地域に見合った地域コミュニティの構築を進めます

と言っていますけれども、これは誰が構築を進めるのかというのが、何か読

んでいくと、何か市がコミュニティの構築を進めるようにも読めてしまっ

て、その主体が誰なのかということがわかりづらかったと思います。 
 次の下のほうの青い四角のほうですけれども、3 番目のところで、行政課

題を抱える市民に対してという部分で、行政課題を抱える市民というのが何

だかよくわからなかったので、少し表現を工夫したほうがいいかなと思いま

した。以上です。 
 
 事務局からこの意図ですね、1 ページ目の市民参加の充実の②番について

説明をお願いできますか。 
 
 ②番は前回までは、障害という言葉を使っていました。障害という言葉

は、取り方によってはいろんな問題があると思うので、例えば、お金の問題

であったり、人と人とのつながりであったり、そういうことで「問題」とい

う表現にしました。障害という言葉は少し強すぎてしまうというか、誤解さ

れやすいということで、問題という表現にしました。 
 
 ③の積極的に見直しを進めるというところについてはどうですか。 
 
 これは、誰がやったほうがいいのかということの見直しということです。

事業主体の見直しをやっていきたいということで、ここに書いてあります。

 
 行政がやっていることを、本来市民がやったほうがいいというものについ
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ての見直しをしていこうという意味ですか。 
 
 はい。そういうようなことの表現です。 
 
 これはたしか私が、書いてはどうかということを申し上げたところだと思

うのですが、市民等に委ねたという言い方をしているので、少しわかりにく

くなったかもしれません。市がやっている、市に任せている仕事のコストと

か質が、ほかの主体にやってもらったほうがいいのであれば、積極的に見直

しができるような環境をつくっていきましょうという意味をここに入れたか

ったわけです。だから、それが沼尾委員にうまく伝わらなかったのであれ

ば、もう一回表現を考えたほうがいいかなと思います。 
 
 つまり、市民等に委ねたほうが望ましいということを、誰が判断して、誰

が見直しを進めるのかというのが、何か行政がやるみたいに読めてしまうの

ですよね。もちろん行政もやるのですけれども。 
 
 それは、会計情報をちゃんとつくったほうがいいという話です。その目的

にあった成果報告書、コストと成果を明らかにしていくと、この仕事は、市

がやらないほうがいいよねということがわかるでしょうという意味では、こ

こは関連してくる。そういう情報がなければ、沼尾委員がおっしゃったよう

に誰が判断するの。おのずとそのコストと成果が明らかになっていれば見え

てくるわけですよ。やったほうがいいの。そういうところまでつくっていか

ないと、ちゃんとした会計報告ではないと思います。 
 
 ここ主語は、今、沼尾委員がおっしゃったように、行政ですよね。 
 
 はい。どちらかといえばそうですね。 
 
 つまり、行政が市民等に委ねたほうがというので、その望ましいというの

も行政が判断することですか。 
 
 おそらくここで書かれている趣旨は、そうだと読めますね。 
 
 まず判断の段階というのは、担当者がいて、その後市長がいて、その後議

員がいて、その後市民の判断がある。でも、市民の判断が予測できるような

情報が提供できるのであれば、おのずとやっていいことと、やってはいけな

いことというのは見えてくるはずですよ。 
 
 一番いいのは、両方かと思うのですけれども。行政もあってもいいし、市

民の側にもそういうのがあってもいいけれども、ここではどちらかというと

積極的に行政がそういうことをやりますということで表現しています。 
 
 何となく私の認識では、上の文章の行政が市民を巻き込むというところを

具現化しているのが、この③番なのかなというふうに捉えていました。ただ
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ここで、本来一番言いたいのはそれだけではないよという、その後のことが

ここの本文の中で中心になってくるので、今、沼尾委員のお話を聞いたら、

あえて入っていなくてもいいのかなという気はするのですよね、③番の文言

は。 
 
 ③を落とすということですか。 
 
 なくてもいいのかなと思いました。もともとそういう考え方はある。そう

いうことだけではなくて、そもそも市民の活動に普段やっていることに対し

て、行政はどう入っていくのかということを考えていくというのが、ここで

書かれていることなのかなと思ったのですよね。 
 ほかの部分を含めていかがでしょうか。先ほど表現のところで、沼尾委員

のお話にもあった、2 ページの行政課題を抱える市民については変えたほう

がいいかなと思います。 
 
 上のほうのこの地域コミュニティの構築を行政が進めるというのも、これ

は見直しますか。 
 
 これもどちらかというと、行政が地域コミュニティの構築を進めたいとい

う表現なのです。本当は主体的に地域がそうなってくれればいいのですけれ

ども、ここで表現しているのは、どちらかというと行政主導の地域コミュニ

ティの構築という意味合いが強いです。 
 
 それではだめだということです。つまりコミュニティの方々が、自主的に

自分たちのコミュニティを考えていく。先ほどの補完性が、まさにここに完

結されるわけですよ。つまり地域住民の方々が、自分たちのコミュニティを

どうするかということを考え、自分たちにできることをしっかり考えてい

く。ここにあるような、福祉、子育て、防犯、防災といろんなことがあっ

て、まず自分たちにできることをしっかりコミュニティの力を通じて、ほと

んどまかなっていくということがまずあって、そして行政は、その取り組み

に対して側面支援をするなり、後押しをするなりというふうな位置付けにな

っていくと。だからそういうプロセスを踏みながら、そのコミュニティとい

う一つの受け皿がどんどん定着していく中で、行政としても、ではもっとこ

ういうところにもっとこういうことを委ねられないかとか、そういう可能性

は、その後いろいろ開かれてくると思いますけれども、最初に行政と言って

しまうと、これは官製コミュニティになるのですよね。官製コミュニティと

いうのは、戦後の日本がずっとやってきたことであって、これは最も地域を

逆に後退させてしまうことにもなりますから、ここは住民が、市民がという

ことを明確に主語として、私は入れておいたほうがいいのかなと思います。

そうしないと、常に行政がコミュニティをつくって、それを管理統制すると

いう話にどうしてもスライドしていってしまって、コミュニティを形成する

主体は市民であるということは、明確にしておいたほうがいいと思います。

 
 そう考えると、③と④がかぶっていると思うのですよね、まさに地域コミ
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ュニティの構築というのは、まちづくり協議会だし。ここでは、つくるとい

っているけれども実際は促進するということだし、地域自治の発達を支援す

るという、まさに関谷委員がおっしゃったことが言われるようになったの

で、その後で③というのは、あまりいらないのかなと思うですけれどもね。

 
 ここの書き方は難しいね。本当は、放っておいてくれと言うのが一番いい

のだけれどもね。 
 
 それが本当は一番の理想です。ただ、それで現実にすみますかという現実

の問題もあります。 
 
 だから行政が問いかけて、もっと地域でやってみませんかという、そうい

う部分がプロセスの中にいろいろ入ってくるというのは、それは現実的には

ありですよね。 
 
 おそらくその部分が、何で必要かということを伝えられるのは、これは行

政だと思うのですよね。でも、つくっていくわけではないですよね。そこ

が、ここの中でうまくつながればいいなとは思うのですよね。 
 
 では、そこは考えておいてというところですね。 
 
 ただ、支援するという動きは、今ありますよね。別のところで出てきます

けれども、職員のとこかな。職員が地域の活動に参加しやすい仕組みを検討

するというのが、後で職員のとこで出てきますけれども、結局、職員の方も

地域の住民であるわけですよね。白井市の場合どのぐらいが市内在住の方な

のかわからないですけれども、だとすると、その職員の方が、例えばその地

域のコミュニティの一員として活動に参加するというやり方もあるでしょう

し、あとは地域コミュニティの側の課題に対して支援するというやり方もあ

ると思うので。地区担当職員制度とかはありましたか。 
 
 ないですね。 
 
 それはないのですね。例えばそういう地区担当職員制度を導入するとか、

今いろんな動きもあるので、何かをつくるというよりかは、やはりこの支援

という言い方がすごく適切かなと思っています。 
 
 沼尾委員がおっしゃったように、4 ページにこの部分を追加しました。や

はりコミュニティを活性化するためには、職員が日ごろから住民として活動

しなければいけないということで加えてあります。あと職員が、今420 人ぐ

らいいまして、市内の人が半分ぐらいだと思います。職員の中でも自治会や

ＰТＡ、消防団、こういったことを担当している職員もいます。ですから今

後は、やはりこういう職員がある程度地域の一員として、リーダーとして活

躍できるような環境をつくるというのも必要だろうということで、ここに加

えてあります。おそらく、まずそこが出発点と考えています。 
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 地域担当制を置いている自治体の多くは、今まで私がかかわってきている

自治体でいくと、どちらかというともっと規模が小さいまちや古いまちなの

ですよね。これは、いい悪いではなくて、そういう意味では、白井市は都市

部に近い行政のあり方になっている中で、結構ここは踏み込んだ書きぶりに

なっていると思います。いい悪いではなくて、そういうふうにするのだとい

うのは、ありだと思いますね。 
 
 茨城県の守谷市は、白井市と人口が同じぐらいですが、やはり地域担当制

をつくっています。そこの職員が４百人弱で、おそらく自治会は80 ぐらい

あったと思います。そこにその全職員を分けて地域担当制をやっている事例

もあったので、やはりうちとしてもある程度、これから地域コミュニティを

市民が主体でやるためには、職員がその一員として、やっていかなければい

けないだろうということで、ここに加えさせていただきました。市長から

も、こういう考えを入れてはどうだということを言われていましたので、こ

こに追加したものです。 
 
 わかりました。ほかの部分いかがでしょうか。 
 
 では、短めに。 
 今のコミュニティの部分は、そういう意味で市民がコミュニティをつくっ

ていくということを、まずしっかり原則として押さえるということと、あと

はそれに行政がどう支援をしていくのかというので、地区担当職員制度など

も入れ込んでもいいのかなと思います。 
 私のイメージは、それで終わってしまってはだめだと思うのですよね。つ

まり、そこからさらに、私が例えば香取市で制度設計したときにやはり構想

したのは、一つはそれで地域自治でもって、そこをベースに自分たちででき

ることをやっていくということと、行政との関係にもやはり及んでいくわけ

で、特に領域横断的な取り組みとか発想というのは、役所内部から出てくる

というよりも地域の現場から出てくるのですよね。地域の現場から、例えば

子育てと高齢者支援というのをもっと積極的に結びつけていくとこんなこと

ができるのだという、これはやはり役所内部よりも現場から出てくる感覚で

あり、その中で市民の方々ができることはやっていく。そういう融合する動

きに、行政としてどんな事業をやっていくのか。そういうふうにして考えて

いく。だから政策の種というのは、実は現場でそういう意味ではあるわけ

で、そういうものをどう行政が丁寧に拾いながら、政策形成に結びつけてい

くのかというのが非常に大事で、このコミュニティの自立化というのは、逆

にそういうところにも及んでいくというふうな、私はイメージをどこかで持

っておいていただきたいなとは思います。これは入れるかどうかは個人的な

意見ですけれども、一応そこまで考えておく必要があるのかなというのが一

つです。 
 あと、3 ページの自立した行財政運営のところで、政策法務、政策財務と

いうのがありましたけれども、先ほど関委員もおっしゃっていたとおり、極

力簡潔にしたほうがいいかなと思います。要するに、その自治体が抱える課

- 24 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
伊藤会長 
 
 
事務局 
 
伊藤会長 
 
事務局 
 
 
 
伊藤会長 
 
 
事務局 
 
 
吉田委員 

題について独自の政策というものをつくっていく。その政策をつくるという

上では、法務と財務があるわけで、法務というのは、その課題解決に向けて

さまざまな法解釈を繰り広げたり、自己立法を図ったりする。要するに自前

の条例をつくっていく。そういうことを通じながら政策をつくっていくとい

う、そういう法解釈とか自己立法という意味合いがあると思う。政策財務の

ほうは、そういった実現させたい政策について予算をつけて、それを的確に

執行、管理していくということがあるわけですから、その辺を少しわかりや

すくすればいいわけです。今の説明だと少しわかりづらいところがあるとい

うのと、エッセンスが抜けているところもあるので、その点、これも定義の

問題にもなりますけれども、入れていただければと思います。 
 あと、最後に一つ、言葉として先ほどの公共施設等総合管理計画の中に

も、例えば5 ページの歳出の抑制の①のところにも、平準化という言葉が使

われています。これは、どういう意味で使っているのですか。これは、押し

なべて平らに、真っ平らにして押さえ込むというイメージが非常に強くて、

本来いろんな多様にあるものをまっ平らにしてしまうという語感が何かある

のですけれども、先ほども平準化と削減を進めるという言い方をしていまし

たよね。その場合の平準化とは何を意味しているのかなというのが、少しわ

からなくて。職員採用の平準化を図るというと、何かみんな同じような職員

を採用しようと読めなくもないので、この平準化という言葉が何か特別な意

味があるならば、それは教えていただきたいというのと、特別な意味が必ず

しもないのであれば、むしろこの言葉はあまり使わないほうがいいかなと思

われます。その1 点だけ。 
 
 特別な意味はありません。関谷委員がおっしゃったように、もしこの言葉

が誤解を生むようであれば、この表現はやめます。 
 
 ここは、正規職員が減る分を非常勤や再任用によって埋めていくという感

じですかね。 
 
 そのとおりですね。 
 
 そうですよね。 
 
 バランスよく採っていって、最終的には正規職員というのを抑制したいと

いう考え方です。先ほど沼尾委員がおっしゃったように、活用という言葉の

ほうがおそらくわかりやすいのかなと思います。 
 
 それを書くということは、現状としては、非常勤職員が少なくて正規職員

が多いという現状があるのですかね。 
 
 いや、細かいデータはないのですが、大体1 対1 くらいだと思います。正

規職員が400 人ちょっと。おそらく非正規職員もそのぐらいいるはずです。

 
 なるほど。そうしたら任用により人件費を抑制しますというような言い方
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でいいみたいですね。 
 
 これは少し違う話になってしまうから書けないのですけれども、今は逆の

問題があって、官製ワーキングプアのように非常勤職員が増えてくることに

よって、結局、やっている仕事はほとんど変わらないけれども、給料は半分

以下だというようなことをどうするかという問題のほうが、都市部には増え

てきていると思います。この言葉だけを見てしまうと、そうするよと言って

いる気がするのですよね。本当はこれとは別に、非常勤職員の給与体系を変

えるということが別にあれば問題はないと思うのですけれども。でもそうな

ると、現状の人件費抑制とは逆にかみ合わなくなってきますよね。 
 
 それはおそらく、できないことを役所がやっているとワーキングプアにな

っていくのです。例えば、お金を突っ込んでもうまくいっていない事業とい

ったら、これは市の事業ではないから適切な例ではないかもしれないけれど

も、年金制度がそうです。社会保障もそうだよね。やめたほうがいいのに、

やめられないでいるからこそ、どんどんお金は持っていかれる。本当だった

らそのお金をそこに回さないで、関委員の会社に持っていくともっと有効な

お金の使い方をするだろうと思います。でも、していない。官製ワーキング

プアという、世の中がどんどん貧困とか、自殺者が増えているとか失業率が

増えているとか出生率が下がっていくのは、税金の使い方を誤っていたから

です。 
 豊かになるというのがなぜ重要なのかというのは、政府が、役所が、何で

もやるというのではなくて、そこにいる人が、問題があると思ったのだった

ら、それを解決して仕事にしていくことができるようにしましょうという意

図があるのです。税金を払ってやっていた仕事を、税金がもらえる仕事に変

えていきましょうという質的な転換をすることが、白井の豊かさにつながっ

ていく。持続可能性という言葉が、伊藤会長が「ちょっと」と思ったところ

は、そんなところにあると思うのですよ。 
 例えば、話がどんと変わってしまうけど、トウキョウダルマガエルという

カエルがいる。今東京にはいなくなってしまった。それを持続可能にすると

いうよりも、たくさんいるようにしたほうがいいでしょうというところが、

豊かになるというところの意図ですよ。そういう意味では、役所の仕事を少

しずつ抑制しというよりも、仕事を外に出し、市民の皆さん、どうぞやって

ください、それでもって税金を払ってくださいというような意味付けができ

ると、ここはもう少し前向きな意味も出てくるであろうと思います。 
 
 歳出の抑制という目標の中間成果指標として、人件費の抑制というところ

までは、これはきっと方針なのですよね。 
 
 義務的経費の人件費というのをやはり削減する必要があるのですよね。 
 
 今の吉田委員のお話のように、単純に言うと、人件費抑制をするときに、

数は一緒だけれども、安い人間を雇いますというふうになってしまうのです

けれども、本当はやることを減らしますということだって十分な人件費抑制
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だと思うのですね。もちろん全部が全部、正規でなければいけないわけでは

当然なくて、それはやっている性質によっては、非常勤職員でできることが

あるのだという考え方だと思うのですけれども、それだけが前面に出てきて

しまっている弊害が今クローズアップされていると思うのですよね。それよ

りは、仕事の量を減らすとか仕事をやめることによって、人件費を抑制する

ということもどこかに入ることによって、今の話を少し全体としての人件費

抑制をするのだというふうに変えられるのではないかなと思うのです。 
 
 最初に書いたのが、まずは事業の見直し、統廃合ですね。これをやって人

件費を抑制するのですけれども、それだけでは足りないから、いろいろここ

に入れたのです。一番大事なことは、仕事のやり方ですよね。そこをどうす

るのかが一番先にくるはずです。 
 
 今のところで、ここでいうロジックですと、雇用形態の割合を変えていっ

て抑制するというだけなのですけれども、民間の、例えば工場ですと、多能

工化という考えがあります。要は1 人の工員がいろんなものをつくれるよう

にして生産性を上げる。1 人の職員が生産性を上げる。むしろそちらのほう

が重要かなと思います。そこの視点も少し入れておいたほうがいいかなとい

う感じがします。 
 
 とりあえず今いただいた助言、アドバイスを含めて、もう少しコンパクト

にわかりやすく直していきます。 
 
 ここまででよろしいでしょうか。 
 残り15 分ぐらいですが、基本方針3 番、これは先ほどの公共施設等総合

管理計画からのつながりになってきます。 
 
 ここは、概略で説明しますと、やはり白井市の特色である千葉ニュータウ

ンというのを、まずここに入れさせていただきました。その千葉ニュータウ

ンが、ＵＲを中心にやってきたのですが、それが平成25 年で終わっていま

すので、今後は自前でまちづくりをやっていくということで、総論の部分で

は入れてあります。 
 
 この文いかがでしょうか。 
 
 よろしいですか。公共施設等の最適な配置とあるのですけれども、この基

本方針2 のほうと関係するのですが、例えば総合計画の話というのがほとん

ど出てこないというか。これで例えば、6 ページ目のところで、第5 次総合

計画の戦略事業を対象に評価をするということだけが書かれていて、例えば

5 年後、10 年後というのも、地域の将来というのも見据えた行財政運営のあ

り方を考えたときに、必要な事業とか施策をどう考えるのかとか、あるいは

将来の見通しを踏まえてというところの視点が、必ずしも公共施設だけでは

ないところについても、もう少し書かれていていいのかなという印象を持ち

ました。それが2 のところではあまりその中長期的な見通しの話がないま
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ま、3 の公共施設の話になってしまうので、そこの部分まで含めて、3 で中

長期的なスパンということでもう少し入れるか、2 のほうでもう少し何か総

合計画とかということを入れた見通しということを言っていかないと、何か

今の書き方だと、個別の事業自体が妥当かとか、もっとコストが削減できな

いかとか、民間に委ねたほうがいいのではないかとか、何かそこだけすごく

短期的な視野で、個別の事業とか施策だけを見て効率化を図るというふうに

読めてしまうので、例えば、職員の年齢構成の話で退職金の積立金がどうか

とか、そういう話なども含めて中長期的な見通しのところもありますけれど

も、それはここでは扱わなくていいのかというのが若干気になりました。 
 抜本的に書き直すのではなくて、少し足せばいいのだと思うのですけれど

も、その将来を見据えたというところで、ハードだけの話ではなくてソフト

にするということで基本方針3 のほうに入れ込むほうが、何か収まりがいい

のであればそれでいいですし。2 のほうが入れにくいかもしれないですね。 
 
 最初のほうにずっと議論していた財政推計とかは、どこかに入ってくるの

でしたっけ。入ってこないのでしたっけ。 
 
 財政推計は入れます。以前に目次をお示ししました。 
 
 そうでしたよね。 
 
 目次の中にある程度、基本計画策定の際につくった当時の財政推計はあり

ます。でも、それは必ずしも今後正確かどうかということもありますので、

もう一度粗い見通しをつくったらどうかということで、目次には入れてあり

ますけれども、どこまで正確な見通しができるかはわかりません。大きく義

務的経費とかそういう部分で分けて、粗い見通しができればいいなというこ

とで入れてあります。 
 
 なかなか国の政策や制度が変わってしまったり、日本全体の景気動向を見

ていても税収に現れたりするので、なかなか中長期的な見通しを立てにくい

部分もないわけではないと思うのですけれども、ただやはり、先ほどの退職

金の積み立ての話とか、こうした公共施設の話とか、予測可能な部分も当然

あると思いますし、そこをどう考えるのかということですかね。 
 
 市として、ある程度わかる範囲の粗い見通しですよね。市がこれから5 年

間、10 年間でこういう部分が厚くなっていくだろうと、そういう部分の方

向性ですね。 
 
 あとは白井市の場合は、しばらく人口が増えていくということなので、あ

まり心配しなくていいのかもしれないのですけれども、ただ地区別に人口が

増えていくところと、急激に人口減少が進むところがあるとすれば、前段の

ほうで、これだけ市民参加とか協働といっていても、もう高齢者ばかりで、

自分たちではもう手に負えないみたいなところで、お願いだからうちの地区

は行政でもうやってもらいたいというような地区が、まだらに出てくる可能
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性もありますよね。そうなってきたときの歳出をどうするのかということも

含めて、やはりもう少し中長期的にどういうことが起こりそうかということ

を見据えて、財政の問題もそうですし、最初に出てくる市民と行政との協働

をどう考えていくのかということなど、中長期的な見通しの話というのが、

何かどこかにあってもいいのかなと思いました。 
 
 何回か前の会議資料を見ているのですけれども、目次の中に、ずっと議論

している基本方針が3 番にあって、4 番に経営資源の将来見通しという項

目、おそらくこれが今まで前半で議論していた財政だったりとか、職員の人

員配置計画であったり、そういうものが載っかってくるということになって

いると思うのです。確かに1 と2 のほうは、特に目先の話。もしかしたら3
番のところに、その4 番につながるような将来を見据えた行政経営及び公共

施設の最適な配置という意味で、何か文言を一つ入れて、では具体的に何な

のかというと、この4 番にある経営資源、今のところの見通しはこんなにな

っています。それを常に考えながら、1 番、2 番のことをやっていきましょ

うというようなストーリーがあり得ますかね。 
 
 そうですね、はい。 
 
 そういうようなところもあるだろうとは思いながら、このような中のとこ

ろで、少子高齢化の進行とともにというところですけれども、何かここにあ

らがうものがあってもよさそうな気がします。傾向というのは、そういうの

で確かにあるかもしれないけれども、だからといって、白井もこの傾向の中

に巻き込まれる必要はないだろう。白井が豊かになるというのであれば、一

番の宝とは何なのだろうというところが、もう一つ考えておかなければいけ

ないところだろうと思うのですね。 
 一番の宝といったら、そこに子供がやって来るとか、そういう人たちがこ

こを選ぶようなまちにするということでしょう、おそらくは。であれば、少

子高齢化を受け入れるだけではなくて、せっかくの基本方針なのだから、少

子高齢化そのまま受け入れるのではなくて、子供が生まれてきたいなと、子

供を産むならここだな、あるいは小中学校はここだなと言ってもらえるよう

なまちをつくっていくというところが基本方針3 のところ。基本なのだか

ら、そこに進行とともにとそのまんま世間の流れを受け入れるのではないほ

うがいいと思います。というのが感想です。何とかならないだろうか。 
 
 いや、そこは、先ほど申し上げたところで、見通しも含めてしっかりと考

えてきます。 
 
 見通しも含めてといっても、豊かなまちというのは、公園に行くとおじい

さん、おばあさんしかいないというのではなくて。 
 
 目次では今申し上げたように、ヒト・モノ・カネというカテゴリーの中

で、現状と5 年後、10 年後の見通しをつくっていこうということで入れて

ありますので、そこをこの基本方針3 のほうに全体で入れるような工夫をし
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てみます。 
 
 ちょっといいですか。千葉ニュータウン事業が収束をしていく、それがそ

の事務処理市に移行した云々。だから今後は市の特性を生かした新たな都市

づくりというと、やはりちょっとピンとこない。だから要するに千葉ニュー

タウンをつくるというのは、人口も増えていく、経済も好景気が続いていく

という、そういう右肩上がりの時代の中で、白井だけに限らず、この地域一

帯の発展ということを見通して動かされてきた大規模事業だったわけですよ

ね。だからそれが収束を迎えて、これからどうしていくのかといったとき

に、白井としてはどういうふうなスタンスでいくのかというのが、私が今そ

ういう中長期的というふうな中で考えていたことです。そこは一定の方針と

いうのは、出す必要があるのではないかなと個人的には思っています。 
 つまり、拡大路線でいったというものから、先ほども出ていたそういう持

続可能なというのは、一つの方向に向かって全体が動いていくという話にな

りますけれども、これからの時代というのは、もっと地域であったり、その

地域の多様性であったり、だから印西だ、白井だ、鎌ケ谷だというのは、そ

ういうニュータウンを覆っていた部分でも、さらに中の地域ごとの個性とい

うものをもっと発揮していく。全体としての発展というのではなくて、それ

が覆っていた範囲の中で、もっとそれぞれの地域ごとの多様の個性というも

のを発揮していく。そういうふうな方向を目指すのだとかですね、そういう

一定の方針がないと、ただニュータウン事業が終わったから、あとは特性を

活かしたというとちょっとピンとこないので、そういう地域の個性とか多様

性をむしろ発揮する、持続可能なまちづくりを目指すというふうな方向をも

とにというか、それをこの方針3 の中で描いて、その中でこういう公共施設

等々も入ってくるということのほうがいいのかなと思います。 
 あと公共施設で、一方ではそれぞれの地域とか、個性化、多様化というこ

とが進むとともに、同時に問われてくる、特にコストとのかかわりが問われ

てくるのが広域連携です。これをどう捉えていくのかというのは、実は公共

施設の中で、私は一つの発想として入れておく必要があるのではないかと個

人的に思ってはいるのですけれども。つまり公共施設も白井独自で全部そろ

えていく。それぞれの地域に同じような形でいろんなものを、今後も維持し

ていくという考え方は、まだまだこれまでの拡大発展路線の延長ですよ。だ

からそうではなくて、もっとこの地域にはこれがあるけれども、こっちの地

域にはもっと違ったこれがあるとか。あるいは白井にはないけれども、この

近隣で広域的にこういったものを活用していく。その部分は白井にはないけ

れども、白井の皆さんもそこはほかのところでそれを共有していくとか、そ

ういう公共施設の使い方ということも含めて、広域連携を考えていかない

と、やはりもたなくなってくる部分というのは間違いなくあると思いますか

ら、個性化すると同時に問われてくるその広域化という部分ですね。その辺

も少し入れておいたほうがいいかなと思います。それで公共施設の場合はど

う反映できるかわかりませんけれども、それでもこの行政経営指針の中には

入れておかないと、今後の指針にはなり得ないかなと思います。その点は加

えておきます。 
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 先ほどの沼尾委員のご意見を伺っての感想ですけれども、ここで書いてあ

るのは、長期的な視点を持ってと書いてあって、それはこの平準化という先

ほどの議論にもつながっていくと思うのですけれども、長期的な視点だけだ

と、やはり平準化という発想になっていくと思うのですね。やはり短期でも

中期でも、やるべきものはやらなければいけないと、要はめり張りを効かせ

た財政運営で、財政負担の総量を減らしていくという発想でないといけない

のかなと思います。だから、中長期的な視点を持ってということ、せめて総

合計画の視点を入れるのであれば、中期も入れたほうがいいと思います。中

長期的な視点を持ってということと、この平準化ではなくて、今申し上げた

ようなことでまとめたほうがいいのかなという感じがいたします。 
 
 吉田委員よろしいですか。 
 
 私は、少子高齢化をそのまま受け入れないほうがいいのではないかと思い

ます。 
 
 ここは少なくとも皆さんの意見の中でいけば、今は、基本方針3 は公共施

設に特化していたものを少し広げて、かつ時間軸の違いというふうに捉え

て、将来を見据えたまちづくり、それが一つの持続可能性ということになっ

て、持続可能を考えたときには公共施設ももちろん入ってくるし、それだけ

ではなくて財政運営だったりとか、地域のあり方であったりとかということ

の、この1 と2 で、まずはやらなければいけないことを中長期的に考えて、

やはりこういうようなあり方が必要になってくるよねというような書き振り

に変えていくということになるのかなと思います。 
 あわせて、今ここに書かれているのは、今までの総合管理計画の議論の前

の文章になっているので、例えば、延床面積を基準に考えるということと

か、ここはこれまでの議論を踏まえて修正をしなければいけないところが出

てくるのかなと思います。一度その部分を踏まえて、3 番は修正をしていた

だくということでよろしいでしょうか。 
 
 多摩ニュータウンなどの問題というのは、リサーチしているのかな。 
 
 多摩ニュータウンの情報は持っています。多摩ニュータウンは、うちの千

葉ニュータウンよりも7 年とか8 年先にできているとこですから、そこで今

何が起きているかというレポートは読んでいます。 
 
 資料は厚いの。 
 
 いいえ、厚くはないです。いろいろな資料がありますが、大体書いてある

ことは同じです。おそらく白井でも、そのことが今後起きるだろうというふ

うに想定はしています。 
 
 後でください。一番短くて読みやすいやつを。 
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 多摩ニュータウンは、私の自宅の近くでもあるし、かかわりもあったので

すが、財政的な面だけではなくて、コミュニティの崩壊が大きい。白井の大

きな特徴で、全国的に見ると問題が起きる時期が他の市より遅い。ある意味

では、学習材料を持っているというか。うまい文言がまだ見つかっていない

のですけれども、何かそういうことも書けないのかなと思います。 
 よろしいでしょうか。冒頭に少しスケジュールの話がありましたが、公共

施設等総合管理計画については、この後、文書上でのやりとりで終わらせた

いと思っています。基本方針については、次回の会議は1 月ではなくて、修

正を考えて2 月のほうがいいかなと思うのですが、2 月に最後取りまとめの

場をつくって、そこでおおむね決めていきたい。最後に全体の了承をする場

が3 月でしたっけ。 
 
 会議はもうあと2 回しか残っていないので。 
 
 2 回というのは、シンポジウムを含めて2 回ということですか。 
 
 いいえ、シンポジウムは別です。シンポジウムではある程度完成形がない

と、なかなか議論ができないだろうと思っていますので。 
 
 残り、例えばですけれども、2 月の1 回で基本方針の修正版と、ほかの附

属する部分を1 回でやってしまうということもあり得るかなと思うのです

が、いかがでしょうか。先ほど言った4 番の将来見通しや行政経営指針全体

版を最後、2 月に最後の回として議論をするというのは。もしくは、1 月に

もう1 回やった上で、2 月を最後の場にするという、二つの考え方になって

くるかと思うのですが。皆さんのスケジュールを考えると、2 月の一発がい

いかなという気がしていますが、いかがでしょう。 
 
 そうですね。 
 
 一番重要な部分は、基本方針1、2、3 ですからね。あとは、目次に書いて

あるところでは、今までのデータを使いながら推計するだけなので、ここが

決まれば大丈夫だと思います。 
 
 それでは、残り、シンポジウムを除いて2 月を最後の回として、この行政

経営指針の最後の取りまとめとするということにしたいと思います。 
 
 その前に修正しますので、また皆さんに送りますので、2 月までにはある

程度全体が固まった形で、事前に送ってチェックをしていただきます。 
 
 市長から、ぜひ一言お願いいたします。 
 
 あらためまして、こんばんは。 
 昨年の9 月に、この会議を設置させていただきまして、今日まで11 回こ

の会議を開催していただきました。最初の1 回目のときにお話ししたと思う
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のですけれども、私は、平成19 年の夕張市の財政再建団体の指定、これが

すごくショックでして、理論的には、財政再建というのは理解していたので

すけれども、地方自治体はそういう状態にはなり得ないというのが、今まで

の経験でありまして、人口も伸びている、税収も伸びているその中で、余程

何かがない限り財政破綻はないだろうと。ただ、この夕張市を見たときに、

このときには夕張市以外のところもいくつか出てきましてね、よく見ると基

幹産業が、例えば石炭であったり、大きな基幹産業が潰れたとき、景気が悪

くなったときには大きな変化があるというのがわかってきて、ましてそのこ

ろには、そろそろ人口の少子化、高齢化がいわれてきて、この白井市、先ほ

どから議論のある持続ある行政運営で、この持続ある行政運営というのは、

私は二つあると思いまして、財政的な持続性と、それから人ですね。人の持

続性、コミュニティの持続性というのですかね。この二つあるのではないか

と思いまして。 
 その当時は、おととしごろまでは、まだ白井市は、財政的にも人的にも体

力がまだあったものですから、追い詰められてから行革を始めるのは、スク

ラップ・アンド・ビルドではなくて、スクラップ・アンド・スクラップにな

ってしまうだろうと。やはり新しい行政運営、新しい社会情勢に備えるに

は、体力のあるときにこの行政の形を、構造を変えていかなければいけない

ということを思いまして、この有識者会議に、専門家の先生方に本当にお忙

しい中お願いして、設置をさせていただきました。 
 この10 回の会議については、全て担当のほうから報告を受けておりま

す。大変素晴らしい議論をしていただきまして、白井市は首都近郊30 キ

ロ、それから羽田空港30 キロにあって、首都圏に近い割にはまだまだ緑

が、そして特産の梨があるということで、まだまだこの白井市、やり方によ

っては、持続性を確保できるのではないかと思っておりまして、それにはこ

の少子高齢化、人口減に対応した新しい行政体系を早く構築しなければなら

ない。 
 それには恐らく、税収はそんなに伸びていかないでしょう。場合によって

は減っていくかもしれない。そうすると市民のサービスの受け方、行政のサ

ービスの提供の仕方も変えていかなければならない。そして、適正な負担、

受益者負担ですね。それと公平性ですね。例えば税金は、多くの受益に対し

て全ての税金を使っていますから、サービスを受けていない人も負担をして

いる。受益を受けている人は、自分の負担だけではなくて、市民の全体の負

担で受益を受けているというところも実際あります。ですからその見方を、

本当にこれからそれでいいのかというのも、私は議論をしていかなければい

けないと考えています。 
 そして、このコミュニティについては、私は、これからは行政がやる分野

と市民がやる分野というのは、やはりおのおの持ち分があるのではないかと

思っております。小さな政府を目指していくのではないかなと思います。そ

して地域のことは地域の中である程度決めて、そして自分たちの議論になっ

ている豊かさを求めていくのではないかなと。そこに行政がどうやってかか

わっていくか。協働というのは、市民にお願いしてやるのではなくて、市民

が、自分が自分たちの地域、団体、ボランティアが自由に活動して、その中

で公益性のあるところがあれば、市と協働がしてもらえるのではないかと思
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います。そういう手助けをしていって、結果的にはコストが下がって、サー

ビスが上がる。あるいは幸せ度が上がるという、そういう行政をこれから目

指していかなければならないと思います。その中で、この職員という素晴ら

しい人材があるので、これをその地域、現場に行って、その職員が現場の状

況を市民と十分話し合って、その地域の方向性を一緒に考えていかねばなと

思います。 白井市は、6 万3,000 人のまちですけれども、地域によって状

況が全く違います。もう高齢化が進んでいる地域もあるし、高齢化率がまだ

2％、3％というところもあります。子育て世代がいて、子供が多く生まれて

いる世代。そしてバランスがいい地域ということで、地域、地域で全く違っ

てきているのですね。ですから一律の行政というのは、ほとんど不可能な状

態になってきて、そのために地域ごとの体系によって、地域に合ったサービ

スをしていくというのが、これからは特に求められているということで、今

までの10 回の会議、そして今日の議論を聞いて、本当に大きな道しるべ

が、一つずつ示されてきたのかなと思っております。 
 シンポジウムを含めてあと2 回ございますので、本当に夜遅くまで先生方

のご苦労に感謝し足りないのですけれども、ぜひ白井市の将来のために引き

続きご協力いただきたいと思います。行政経営指針ができると、白井市も情

報提供していきますので、ほかの市町村にも大きな影響も与えるし、参考に

なると思っております。 
 ということで、本当に皆様方には心から敬意と感謝を申し上げまして、こ

れからもいろんな意味でこの白井市にご指導いただければと思います。あり

がとうございます。 
 
 では、事務局お願いします。 
 
 どうもありがとうございました。平成28 年度、今日が最後の有識者会議

になります。本当に皆さん、傍聴の方、お忙しい中1 年間ありがとうござい

ました。また来年もシンポジウムを含めてあと2 回ありますので、よろしく

お願いいたします。 
 委員の皆さんには、この行政経営指針に、委員の個々の思いというものも

この指針に入れてみたいと思っています。目次にありますけれども、今回は

委員一人一人のお考え、少しコメント、助言をいただければと思っておりま

すので、これもぜひ記入をお願いしたいと思います。次回の会議は、2 月と

いうことですよね。 
 
 はい。 
 
 2 月の会議については、後ほどメールで調整をさせていただきます。それ

と今日の会議を受けて、基本方針についてはもう一度整理をして、1 月中に

皆さんのところに事前にお配りして、助言等をいただきたいと思います。今

後ともよろしくお願いします。以上で終了します。 
 ありがとうございました。 
 

（終了） 
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